
森林整備加速化・林業再生基金事業実施要領の運用について

平成21年 5月29日付け21林整計第 87号林野庁長官通知

一部改正 平成22年 9月24日付け22林整計第132号林野庁長官通知

一部改正 平成22年11月26日付け22林整計第160号林野庁長官通知

一部改正 平成23年11月21日付け23林整計第159号林野庁長官通知

一部改正 平成24年 2月 8日付け23林整計第212号林野庁長官通知

一部改正 平成24年 4月 2日付け23林整計第370号林野庁長官通知

一部改正 平成25年 2月27日付け24林整計第203号林野庁長官通知

森林整備加速化・林業再生基金事業実施要領（平成21年5月29日付け21林整計第89

号林野庁長官通知。以下「要領」という。）第２の９における事業計画の作成及び事

業の実施に当たっての留意事項については、以下のとおりとする。

第１ 事業種目別基準等

１ 森林整備加速化・林業再生事業実施要綱（平成21年5月29日付け21林整計第83

号事務次官依命通知。以下「要綱」という。）の別表１及び別表２に定めるメニ

ューの内容ごとの基準については、別表１及び別表２のとおりとする。

第２ 事業計画

１ 都道府県知事は、事業計画の作成については、要領第２に定めるもののほか、

次によるものとする。

（１）事業計画の作成に当たっては、都道府県知事は、この基金事業に係る森林整

備加速化・林業再生事業費補助金等交付要綱（平成21年5月29日付け21林整計

第82号事務次官依命通知。）、要綱、要領及び運用に従い、その内容が適正で

あるか十分検討を行うこと。

（２）年度事業計画の作成に当たっては、あらかじめ、要綱第５に定める地域協議

会が作成する事業計画書の素案の提出を求め、地域協議会の意見を聴くととも

に、事業の受益の及ぶ範囲（以下「受益範囲」という。）に係る市町村等の関

係行政機関の長、学識経験者等の意見を聴くものとする。

（３）事業計画の作成に当たっての各指標は、都道府県の定める目標の達成に資す

るよう定めるものとする。

なお、当該計画の融資に係る部分については、株式会社日本政策金融公庫、

独立行政法人農林漁業信用基金及び関係金融機関と緊密に連絡をとり、円滑な

融資が行われるよう配慮するものとする。

（４）事業計画の作成に当たっては、次の事項に留意するものとする。

ア 地域協議会、地域関係者の意見を踏まえたものであって、かつ、要綱別表

１のメニューの２、３、５、６及び７並び要綱別表２のメニューの２、３、

４、６及び１０の施設（以下「施設」という。）については、利用計画及び

収支計画からみて、事業の実施効果の発現が十分に見込まれるものであるこ

と。

イ 施設について、適切な出資金の確保や運転資金を含む資金計画、用地の手

当の明確化、原価計算の妥当性等の観点から、当該計画が確実に実行される

と認められるものであること。



ウ 施設を運営することにより得られる収入をもって当該施設運営に係る支出

を賄う施設（以下「収支を伴う施設」という。）については、原則として計

画の経営診断を行い、指摘された改善点等を収支計画等に反映させ、当該施

設の運営が適切に実行されることが認められるものであること。

エ 過剰と考えられる施設整備を排除し、徹底した事業費の低減が図られるよ

う、施設整備の事業主体と連携を図り作成するものとし、施設ごとの投入費

用が、原則として別表２に定める上限建設費の範囲内で、必要と認められる

ものであること。

オ 森林法（昭和26年法律第249号）第５条に定める地域森林計画、同法第10

条の５に定める市町村森林整備計画、当該地域に係る国、都道府県又は市町

村の土地利用に関する計画等に即したものであること。

２ 事業の透明性・客観性を確保し、効率的な事業の執行を図るため、事業の実施

に際しては、「森林整備加速化・林業再生基金事業の事業評価実施要領」（平成

21年5月29日付け21林整計第88号林野庁長官通知）第４の①に定める事前評価を

行うことにより、事業の効果を検証することとする。

第３ 地域協議会

要綱第５に定める地域協議会の設置に当たって、都道府県知事は、本事業及び

協議会の内容を広く周知するとともに、事業目的に適った効果的な実施や事業の

公平性を保つ観点から必要な調整を図ることとする。また、地域協議会は次に掲

げる事項を満たすものとする。

（１）代表者及び役員が定められていること。

（２）地域協議会の構成員は、基金事業を実施する地域の市町村、森林組合等の林

業事業体・林業経営体、木材加工業者、木質バイオマス需要者等とする。

（３）地域協議会の目的、事業内容、意思決定の方法、構成員の参加資格、事務及

び会計に関する事項、内部監査に関する事項等が、定款等に定められているこ

と。

（４）協議会の目的及び事業内容が、要綱第５で定める事項に照らし、相応しい内

容となっていること。

（５）要綱第５の１の（３）及び第５の２の（３）の業務内容が、協議会の行う業

務として定款等に位置づけられていること。

（６）構成員等についての名簿が作成され、適切に管理がなされること。

（７）事業年度ごとに事業計画書及び収支予算書が作成されるとともに、事業年度

ごとに事業報告書及び収支決算書が作成されていること。

（８）業務を的確に遂行するに足る、人員、経理的基礎及び事務処理能力を有する

こと。

（９）地域協議会に部会を設けた場合において、部会の意見が適切に反映されるこ

とが担保されていること。

第４ 事業実施主体

事業主体については、要綱の別表に定めるとおりとする。

なお、事業主体については、いずれも、相当期間にわたって事業活動を継続す

ることが確実であって、かつ、規約等により適正な運営が行われることが確実で

あると認められるものに限るものとする。



第５ 施設整備等の一般的基準

１ 補助の対象となる事業費は、当該都道府県又は当該市町村において使用されて

いる単価及び歩掛りを基準として、当該地域の実情に即した適正な現地実行価格

により算定するものとする。また、施設については当該都道府県において一般的

に使用されている仕様を基準とし、規模、構造等についてはそれぞれの目的に合

致させるものとし、経費の節減に努めることとする。

なお、補助対象とする建物に係る敷地整備の面積は、建坪面積のおおむね３倍

以内とする。

２ １箇所又は１施設の受益戸数は、５戸以上とする。ただし、当該地域又は事業

の実情に即し必要と認められる場合にあっては、この限りでない。

３ 自力又は他の助成によって整備に着手した施設を本基金事業に切り替えて事業

の対象とすることは、認めないものとする。

４ 個人施設若しくは目的外使用のおそれのある施設又は事業効果の少ない施設

は、基金事業の対象としないものとする。

５ 基金事業の対象とする施設は、原則として、耐用年数がおおむね５年以上のも

のとする。

６ 施設等の設置に当たっては、原則として木造とし、使用する木材は、「間伐材」

又は林野庁作成の「木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン

（平成18年2月公表）に準拠した「合法木材」とする。

７ 広く国民・地域住民の利用に供し、その利用料金や販売代金等により運営する

施設の利用見込みを設定するに当たっては、近隣地域における同種又は類似施設

の利用状況や需要動向等を踏まえたものとする。

８ 第２の１の(４)のウの収支を伴う施設の事業計画の作成については、次のとお

りとする。

（１）事業費でおおむね5,000万円以上のものについては、経営診断を受けるもの

とする。

（２）事業計画が過大とならないよう、１施設当たりの総事業費は、原則として

15億円を上限とする。

ただし、上限を超える必要がある場合にあっては、都道府県知事が林野庁長

官にその必要性を協議するものとする。

（３）補助残に対する自己資金の割合（事業主体の自己資金（事業主体として金融

機関等に返済の義務がないもの。）／（事業費－補助額（都道府県等による上

乗せ補助を含む。）））は、原則としておおむね12％以上とする。

９ 第２の１の(４)のウの収支を伴う施設において、生産ラインの増設等、生産量

の増加を伴う施設を既施設に追加すること（以下「追加事業」という。）は、原

則として、既施設の目標年度まで認めないこととする。

ただし、次のいずれにも該当する場合は、目標年度の終了前であっても追加の

実施を妨げない。

（１）追加事業の実施年度において、目標年度における生産等の目標数値を既にお

おむね達成している若しくは達成されることが確実であること、又は当該事業

主体に係る一体的な計画として複数年での施設整備が全体事業計画において予

定されていること

（２）需要先が確保され、供給量の増大が可能な状況であること

（３）追加事業の実施年度の直近の単年度収支が黒字となっていること、又は黒字

になることが確実であること



（４）資金の調達が確実であること

10 施設費は、新築、新設又は新品の取得による事業のほか、既存施設及び資材の

有効利用等からみて、当該地域又は事業の実情に即し必要があると認められる場

合には、増築、改築、併設若しくは合体の事業又は古品古材の利用に係る事業を

対象とすることができるものとする。

（１）施設の入替え（既存施設の全部又は一部を廃棄して、新築、新設又は新品の

取得を行う事業をいう。以下同じ。）については、次のとおりとする。ただし、

都道府県知事が必要と認める場合は、別途定めることができるものとする。

ア 既に所有している生産・加工・流通施設の規模又は能力が、おおむね30％

以上増大すると見込まれる場合とする。

ただし、既存の機械を環境に配慮した機械に入れ替える場合は、その生産

の規模又は能力が同等又は増大すると見込まれるときには補助の対象とする

ことができるものとする。

イ 対象経費は、事業費から既存施設の処分価格を控除した額とする。

ウ 施設の一部のみを入れ替える場合にあっては、既存施設の耐用年数等を十

分考慮して実施するものとする。

（２）増築、改築、併設又は合体の事業については、次のとおりとする。

なお、既存施設の取壊しに係る経費は、補助の対象としないものとする。

ア 増築

増築とは、新たに施設の面積、容積又は延長を増加することを目的として、

既存施設に連接して施設の新築又は新設を行うことをいうものとし、増築に

よって拡大する部分が既存施設と同程度以上の構造及び仕様である場合に限

り対象とするものとする。

ただし、既存施設と増築により拡張する部分の受益の態様が異なる場合は

この限りでない。

イ 改築

改築とは、既存施設の全部又は一部を取り壊した後、引き続きこれと用途、

規模及び構造が著しく異ならない施設を設置することをいうものとし、既存

施設の資材を活用することができる場合に限り補助の対象とするものとす

る。

ウ 併設

併設とは、他種の既存施設に連接して施設を設置することをいうものとし、

既存施設の利用上支障がないと認められる場合に限り対象とするものとす

る。

エ 合体

合体とは、他種の事業と同時に合一して施設を設置すること又は二以上の

事業主体が同種の事業を同時に合一して施設を設置することをいうものと

し、設置しようとする施設の設置目的及び利用が阻害されず、かつ、それぞ

れの事業の固有の工事費又はそれぞれの事業主体が負担する工事費が区分さ

れ、共通する工事費が施設の規模、能力又は利用区分に応じて按分すること

が可能である場合に限り対象とするものとする。

なお、合体により施設整備を実施する場合の補助の対象となる経費と対象

以外の経費の区分は、床面積、容積、施設の構造等を基準として実情に即し

た方法で行い、実施設計書において明らかにしておくものとする。また、実

施設計費及び工事雑費はそれぞれの事業費の割合に応じて按分するものとす



る。

（３）使用する古品古材は、新品新資材と同程度の耐用を有するものとし、購入価

格は、適正に評価され、かつ、新品新資材の価格を下回るものとする。

11 以下の場合については、補助の対象とすることは認めないものとする。

（１）整備を予定している施設の規模等が、計画を達成する手段としては、過大で

あるもの。

（２）新技術を導入する場合であって、現地での事業効果の発現が十分に明らかで

ないもの。

（３）木材加工施設等の収支を伴う施設について、施設規模に見合った間伐材等の

原料調達、製品販路の確保等の方策が明確となっていないもの。

第６ 施設の管理

事業主体は、事業について厳正かつ的確な実施を期するとともに、事業の目的

が十分達成されるよう事業完了後における運営管理に必要な措置を講ずるものと

する。

１ 管理主体（原則として事業主体とする。以下同じ。）は、基金事業により取得

し、又は効用の増加した財産等については、要領別紙２「基金事業実施に当たっ

ての条件」に基づき、補助金の趣旨に即して適正に管理運営するものとする。

２ 管理主体は、施設の管理運営状況を明確にするため、その種類、所在、構造規

模、価格、得喪変更の年月日等を記載した台帳を備えるものとする。

３ 管理主体は、施設ごとに管理規程を定めて適正な管理運営を行うとともに、そ

の更新等に必要な資金（償却引当金等）の積立てに努めるものとする。

４ 事業主体が、普通地方公共団体である場合は、地方自治法（昭和22年法律第67

号）第244条の２第３項に定める指定管理者に管理を行わせることができる。

５ 施設の処分等の取扱いについては、「補助事業等により取得し、又は効用の増

加した財産の処分等の承認基準について（平成20年５月23日付け20経第385号大

臣官房経理課長通知）」に準じることとする。

６ 施設等の転用等の取扱いについては、「森林整備事業等の施行地等の転用等に

伴う補助金等の返還措置要領（平成19年8月22日付け19林整整第315号林野庁長官

通知）」に準じることとする。

附則 経過措置等

１ 森林整備加速化・林業再生基金事業実施要領の運用についての一部改正（平成

２３年１１月２１日付け２３林整計第１５９号林野庁長官通知）の施行前におけ

る森林整備加速化・林業再生事業実施要領の運用について（平成２１年５月２９

日付け２１林整計第８７号林野庁長官通知）に基づき計画していた事業について、

平成２１年度及び平成２２年度に造成した基金を財源として行うもので平成２３

年度中に着手したものにあっては、なお、従前の例によることとする。

２ 森林整備加速化・林業再生基金事業実施要領の運用についての一部改正（平成

２５年２月２７日付け２４林整計第２０３号林野庁長官通知）の施行前における

森林整備加速化・林業再生事業実施要領の運用について（平成２１年５月２９日

付け２１林整計第８７号林野庁長官通知）に基づき計画していた事業について、

平成２１年度から平成２３年度までの間に造成した基金を財源として行うもので

平成２４年度中に着手したものにあっては、なお、従前の例によることとする。



別表1 森林整備加速化・林業再生事業費補助金種目別基準

Ⅰ 復興木材安定供給等対策

１ 地域協議会の運営、調査・調整、計画作成、普及等
（１）採択基準

基金事業の実施に係る必要な追加的な事業であること。
（２）細則

① 事業主体について
事業主体は、要綱別表１の１による。ただし、ア、イの者については、下記の条件を満たすこと。

ア 地域協議会が事業主体となる場合、第３に定める要件を満たすこと。
イ 事業主体もしくはその地位を承継した者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出についての証

拠書類又は証拠物を、事業終了の翌年度から起算して５年間整備保管すること。

２ 間伐等
（１）採択基準

① 原則として、「多様な森林整備推進のための集約化の促進について（平成19年３月30日付け18林整整第1250号林野庁長官通知。以下「集約
化促進通知」という。）」 に基づき設定される集約化推進区域において計画すること。

なお、上記以外の区域において計画する場合、都道府県知事はその旨及び理由を林野庁長官（沖縄県知事にあっては内閣府沖縄総合事務局
長）に報告すること。

② １施行地が0.1ha以上であること。１施行地とは原則として、接続する区域とする。
③ 事業主体が事業を実施する施行地の合計、即ち１つの事業単位において、伐採木の搬出材積の合計を当該施行地の面積の合計で除して得た

値が１ha当たり、平均20立方メートル以上であること。
（２）細則

① 事業主体について
ア 事業主体は、要綱別表１の２による。
イ 事業主体は、原則として、集約化促進通知に定める集約化実施計画を作成すること。ただし、森林経営計画の認定を受けた者が同計画の

対象森林において当該事業を実施する場合においては、この限りではない。
② 事業の実施について

ア 実施対象林分の齢級制限は設けないこととする。
イ 不良木の淘汰（育成しようとする樹木の一部を伐採することにより本数密度の調整、残存木の成長促進等を図ることをいう。）を実施す

る場合は、育成しようとする樹木の立木本数の20パーセント（地形等により気象害の発生が明らかに予想される場合又は施業体系から20パ
ーセント未満とすることが適切であると判断される場合は10パーセント）以上伐採する場合に補助対象とする。

また、育成しようとする樹木以外の木竹であって、育成しようとする樹木の生育の妨げとなる不用木の除去のみを実施する場合は、原則
として不用木を全て除去する場合に補助対象とする。

ウ 搬出間伐等の伐採率については、イに定める下限のほかに上限は特に設けないが、市町村森林整備計画に定められた間伐の標準的な方法
（要間伐森林の間伐にあっては要間伐森林の間伐の方法を含む。）に留意して間伐を行うものとする。



また、森林経営計画等に基づいて行う間伐については、各計画等で実施すべきとされている施業の方法に即して実施すること。
エ 対象林分は、過去５年以内に同一施行地において国庫補助事業による間伐等を実施していない場合に限る。

ただし、イの規定により、地形等により気象害の発生が明らかに予想され又は施業体系から伐採率を20パーセント未満とすることが適切
であると判断され10パーセント以上20パーセント未満の伐採が行われた施行地については、その実施から５年を経過していなくても実施す
ることができる。

また、気象害等の被害を受け不良木となったものの淘汰を実施する場合であって、二次災害や病虫害の発生、景観の悪化等、公共性、公
益性の観点から早期に実施する必要があると認められる場合においては、過去５年以内に間伐等が実施された施行地であっても実施できる。

オ 天然林の質的・構造的な改善を目的として実施する場合は、当該林分の主林木のおおむね70パーセント以上の伐採を必要とする場合に行
うものとする（ただし、森林経営計画に基づいて行う場合は、この限りではない）。

また、人工林において天然更新を図り針広混交林化、広葉樹林化を促進することを目的とするもの（長期育成循環施業の一環として行う
ものを除く。）を行う場合、主林木の伐採本数の割合は当該主林木のおおむね50パーセント以下とし、残存木の間隔が主伐木の平均樹高の
２倍までの帯状、群状の伐採ができる。

長期育成循環施業の一環として実施する場合は、「長期育成循環施業の実施について」（平成13年３月30日付け12林整整第718号林野庁長
官通知）に定める方法により伐採を行うこと。

カ 搬出集積、森林作業道の整備、その他付帯施設整備及び関連条件整備活動については、不用木の除去、不良木の淘汰、支障木やあばれ木
等の伐倒と一体的に実施する場合に行うものとする。

キ その他付帯施設整備は、健全な森林の造成・保全を目的として行う野生鳥獣による森林被害の防止、野生鳥獣の移動の制御等を図るため
の鳥獣害防止施設等の整備、森林造成・整備に付帯する苗木仮植場、資機材置場、間伐材搬出集積等の林内作業場及び林内かん水施設の整
備、造林地の保全を目的として行う下層植生の誘導により土壌の適性維持を図るための枝葉の除去、客土、整地、耕うん、植栽、播種、施
肥及び雑草木の除去並びに間伐材等の活用による小規模で簡易な排水工・編柵工・土留工等とする。なお、防護柵の設置に当たっては、野
生鳥獣の移動の制御等を図る目的で設置する簡易な工作物とし、保護すべき施行地が小規模・分散している場合には、複数の施行地を含む
森林を対象とすることができる。また搬出間伐等に係る伐採木を搬出せずに付帯施設等整備の資材等として林内で利用する場合には、当該
伐採木の材積は、要領別紙１の２で定める搬出材積としては扱わないものとする。

ク 森林作業道は、継続的に使用され、かつ、「森林作業道作設指針の制定について」（平成22年11月17日付け林整整第656号林野庁長官通知）
に基づき都道府県が作成した森林作業道作設指針に適合する作業道の開設を行うものとする。

ケ 施業実施後において、施業実施林分が(ｱ)及び(ｲ)に該当することとする。
(ｱ) おおむね10年間は皆伐を行わないこと
(ｲ) 森林法の一部を改正する法律（平成23年法律第20号）の施行後の平成24年４月１日以降は森林法第11条に規定される森林経営計画を

策定するよう努めること

３ 林内路網整備
（１）採択基準

① 林業専用道（規格相当）
ア 都道府県が定める林業専用道の作設に関する指針の基準を満たすものであること。

ただし、これにより難い場合、都道府県知事が新たな基準を定め林野庁長官に協議することとし、承認が得られた場合はこの限りではな
い。

イ 建設事業体の参入機会を設ける観点から、本体工事については外部に発注すること。ただし、建設事業体との共同事業として実施する等
外部に発注することができない等の例外的な場合を除く。



（注）建設事業体とは、建設業法（昭和24年法律第100号）の許可を受けた建設業者をいう。
② 森林作業道

ア 都道府県が定める森林作業道の作設に関する指針の基準を満たすものであること。
イ 間伐等を実施する箇所までの到達路網を作設する場合であること。

（２）細則
① 林業専用道（規格相当）

ア 事業主体について
事業主体は、要綱別表１の３による。

イ 事業の実施について
(ｱ) 当該路線の計画を含む森林経営計画等の計画区域内において間伐等を実施することが確実と見込まれること。
(ｲ) 関連条件整備活動については、林業専用道（規格相当）整備と一体的に実施することとする。

ウ 補助率等の「定額」については、都道府県が路線ごとに１メートル当たりの単価を設定するものとし、基金事業終了時において、都道府
県ごとの3年間の開設延 長の合計に１メートル当たり２万５千円まで（開設費について増嵩することが避けられないと認められる場合につ
いては該当路線に限り５万円まで）を上限とし、これを乗じた金額とする。

エ チェックリストについて
事業主体は、林業専用道（規格相当）の作設にあたり「林業専用道の作設に関するチェックリスト例の送付について（平成２３年４月６

日付23林整整第５号林野庁森林整備部整備課長通知）」において示すチェックリストにより内容を確認すること。
② 森林作業道

ア 事業主体について
（２）の①のアに準ずる。

イ 事業の実施について
(ｱ) 森林作業道の開設については、一体的に実施する間伐等の施業に一定期間先行して実施することができるものとする。

ただし、「一定期間」とは、森林環境保全整備事業実施要領の運用（平成14年12月26日14林整整第580号林野庁森林整備部整備課長通
知）１の（９）のアによるものとする。

(ｲ) 関連条件整備活動については、森林作業道整備と一体的に実施することとする。
ウ 補助率等の「定額」については、都道府県が路線ごとに１メートル当たりの単価を設定するものとし、基金事業終了時において、都道府

県ごとの3年間の開設延長の合計に１メートル当たり２千円を乗じた金額を上限とする。

４ 森林境界の明確化
（１）採択基準

① 集約化した間伐を進めるために、所有者や境界が不明であることで間伐実施の前提条件が整わない森林で行う境界の明確化であること。
② 事業の推進方法が事業計画等からみて適切であること。

（２）細則
① 事業主体について

事業主体は、実施要綱別表１の４による。
② 事業の実施について

事業実施にあたっては、地域協議会及び部会が、事業実施区域、事業主体等の事業全体を調整するものとする。
③ 事業内容について



ア 境界明確化に向けた事前調査
集約化した間伐の実施に向けて、境界明確化が必要な森林の情報を収集・整理するため、既存情報を活用した森林所有者の特定、境界明

確化に向けた手順の作成、 既存図面を活用した境界点検マップの作成等の準備作業を実施すること。
イ 境界明確化現地調査

境界明確化が必要な森林において、森林所有者等からの境界明確化の同意を得るとともに、立会等による境界確認及び簡易な境界測量に
よる事業実施区域及び面積の確定作業を実施すること。

ウ 間伐の実施に向けた成果の整理
(ｱ) イの調査データの整理を行い、測量の結果を図面に表示するとともに、森林所有者等の関係者に通知する。あわせて市町村・都道府

県に通知を行い、森林基本図やＧＩＳ等への反映に資すること。
(ｲ) 森林境界明確化実施後の間伐等施業の実施方針の策定、当該実施方針の特定間伐等促進計画（森林の間伐等の実施の促進に関する特

別措置法（平成20年法律第32号）に基づく計画をいう。）への反映等により、地域協議会及び部会が活動対象とする森林に係る間伐の
ための計画を策定すること。

④ 対象とする森林について
ア 対象とする森林は森林法（昭和26年法律第249号）第５条第２項に規定する地域森林計画の対象とする森林であって、次の(ｱ)又は（イ）

に掲げる要件のいずれ かに適合する森林とする。
なお、(ｲ)の森林を対象とする場合は、(ｱ)の森林と併せて対象とすることを必須とする。

(ｱ) 人工林のうち、境界が不明であることに起因して間伐が進んでいない森林。
(ｲ) （ｱ）に掲げる森林と一体的に森林境界の明確化を図ることが効率的であると判断できる森林。

イ ただし、次に掲げる森林は対象とする森林から除外する。
(ｱ) 国、都道府県又は市町村が所有する森林
(ｲ) 独立行政法人森林総合研究所が分収林特別措置法（昭和33年法律第57号）第２条第１項に規定する造林者又は造林費負担者として同

項に規定する分収造林契約に基づき、造成に係る事業を行う森林
(ｳ) 分収林特別措置法（昭和33年法律第57号）第９条第２項に規定する森林整備法人が、第２条第１項に規定する造林者又は造林費負担

者として同項に規定する分収造林契約に基づき、造成に係る事業をを行う森林
(ｴ) 中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項に規定する中小企業者以外の会社が所有している森林
(ｵ) 国立大学法人法（平成15年法律第112号）第２条第１項に規定する国立大学法人が所有している森林
(ｶ) 他の事業により森林の境界明確化が既に実施された森林

５ 高性能林業機械等の導入
（１）採択基準

① 機能要件
受益範囲において、素材の生産量の目標が、原則として都道府県が都道府県林業・木材産業構造改革プログラム等等において定める目標数

値（以下この別表１において「都道府県の目標数値」という。）の伸び率以上であることなど、素材の生産量に関する要件を都道府県におい
て定めていること。

② その他の要件
ア 施設の規模、性能等は、受益範囲、利用計画等からみて適切なものとすること。
イ 1事業費は、おおむね500万円以上とする。

（２）細則



① 事業主体について
事業主体は、要綱別表１の５による。ただし、ア～ウの者については、下記条件を満たすこと。

ア 林業者等の組織する団体
(ｱ) 林業を営む者、森林組合及び森林組合連合会が主たる構成員又は出資者（原則として、事業実施地域において事業を行っている者又

は居住する者に限る。）となっており、かつ、これらの者がその事業活動を実質的に支配することができると認められる団体（中小企
業等協同組合を含む。）とする。

林業者等の組織する団体のうち法人格のない事業主体にあっては、特定の構成員の加入脱退と関係なく、一体として経済活動の単位
になっているものに限るものとする。

(ｲ) 林業者等の組織する団体は、事業実施地域の林業経営の構造対策及び地域林業の振興のための事業を実施する上で適切な団体又は法
人であり、かつ、当該事業実施地域の森林所有者との協調関係が築かれているものとする。

イ 地方公共団体等が出資する法人
(ｱ) 林業を営む者、森林組合及び森林組合連合会（これらの者のうち、原則として、事業実施地域において事業を行っている者又は居住

する者に限る。）及び地方公共団体が主たる構成員又は出資者となっている若しくは地方公共団体のみが出資者となっており、かつ、
これらの者がその事業活動を実質的に支配することができると認められる法人で林業の振興を目的とするものとする。

(ｲ) 地方公共団体等が出資する法人は、事業実施地域の林業経営の構造対策及び地域林業の振興のための事業を実施する上で適切な団体
又は法人であり、かつ、当該事業実施地域の森林所有者との協調関係が築かれているものとする。

ウ 施業受託者
次に掲げる(ｱ)及び(ｲ)を満たす事業者とする。

(ｱ) ５戸以上の森林所有者と長期の施業委託契約を締結し、森林法第11条に基づく森林施業計画（平成24年４月１日以降にあっては、森
林経営計画とする。ただし、平成24年４月１日前に認定を受けた森林施業計画については、なお従前のとおりとする。(ｲ)において同じ。）
を作成し、市町村長等の認定を受けていること。

(ｲ) 取組内容（施業委託契約、森林施業計画等）を地域の森林所有者等に公表していること。
② 貸付を行う事業については、次の要件を満たすものとする。

ア 事業主体と利用者との間において、貸付の目的、期間、貸付料、貸付料納入の期限及び方法、目的外使用の禁止等の事項について明記さ
れた貸付契約を締結するも のであること。

イ 貸付料は、「事業主体が負担する金額（＝事業費－補助金）／耐用年数＋年間管理費」以下であること。
ウ 貸付のための林業機械、当該機械を収納するために一体的に整備する機械保管庫及びこれらの附帯施設であること。
エ 事業主体は、用地選定、用地交渉、敷地造成、登記、設計、建築及び施設のメンテナンスを責任をもって実施するものであること。
オ 利用者は、高性能林業機械を利用するに当たっては責任をもって行い、災害等により当該機械に異常が起きた場合は、速やかに事業主体

に報告するものであること。
（３）その他

①事業内容には、附帯施設の整備を含む。

６ 木材加工流通施設等整備
（１）採択基準

① 機能要件
受益範囲において、間伐材等の流通量又は加工量等（以下「間伐材等利用量」という。）の目標が、都道府県の目標数値の伸び率以上であ

ること。



② その他の要件
ア 施設の規模、性能等は、受益範囲、利用計画等からみて適切なものとすること。
イ 1事業費は、おおむね500万円以上とする。

（２）細則
① 事業主体について

事業主体は、要綱別表１の６による。ただし、ア～カの者については、下記条件を満たすこと。
ア 森林組合

森林組合が収支を伴う施設について単独で事業主体になり得る場合は、「森林組合系統による取組の推進のための事務手続きについて」
（平成14年11月22日付け14林政経第119号林野庁長官通知）に基づき、都道府県知事により中核森林組合に認定された森林組合に限るもの
とする。

イ 林業者等の組織する団体
５の（２）の①のアに準ずることとし、かつ、当該地域における林業生産との密接な関係を有していること。

ウ 地方公共団体等が出資する法人
５の（２）の①のイに準ずる。

エ 木材関連業者等の組織する団体
(ｱ) 林業・木材産業及び建築業を営む者が主たる構成又は出資者（原則として、事業実施地域において事業を行っているもの又は居住す

る者に限る。）となっており、かつ、これらの者がその事業活動を実質的に支配できると認められる団体（中小企業等協同組合及び協
業組合を含む。）とする。

(ｲ) 当該地域の地方公共団体及び木材関連業の企業、団体等が主たる構成員又は出資者（地方公共団体を除き、原則として、事業実施地
域において事業を行っている者又は居住する者に限る。）となっており、かつ、これらの者がその事業活動を実質的に支配することが
できると認められる法人で、林業・木材産業の振興を目的とするものとする。

オ 地域材を利用する法人
(ｱ) 林業・木材産業及び建築業を営む者が主たる構成又は出資者（原則として、事業実施地域において事業を行っているもの又は居住す

る者に限る。）となっており、かつ、これらの者がその事業活動を実質的に支配できると認められる法人で、木材安定取引協定の締結
等に基づき一定量の地域材の利用の増大を目的とするものとする。

(ｲ) 締結する木材安定取引協定等は、木材の安定供給の確保に関する特別措置法（平成8年5月24日法律第47号）の事業者間の協定に準じ、
樹種、取扱量、期間（原則としておおむね5年間）等必要な事項を定めるものとする。

(ｳ) 木材安定取引協定等の締結に係る間伐材等利用量は事業計画のおおむね70％を超えるものとする。
カ 間伐材等利用量（原木換算）がおおむね10,000立方メートルを超える事業主体であってＪＡＳ法において制定されている林産物規格に基

づく木材製品の加工施設を導入する場合は、品質・性能の確かな木材製品を供給する観点から、ＪＡＳ認定取得に努めることとする。
② 木材処理加工施設の整備を行う事業について

ア あらかじめ、受益の範囲内で同様の木材処理加工を営む者を構成員とする団体等と調整を行うものとする。
イ 木材処理加工施設については、原木の調達先及び製品の販路が明確となっており、継続的に確保されると認められるものであること。

③ 木材集出荷販売施設の整備を行う事業については、当該施設の受益の範囲内の関係者との調整を行った上で計画するものとする。
④ 市町村が事業主体となるのは、貸付に係る木材処理加工施設に限る。
⑤ 事業主体が貸付けを行う上記事業内容中の施設の対象は、以下のとおりとする。

ア 地域材を利用する法人以外の事業主体に限る。
イ 木材処理加工施設のうち木材乾燥施設や高次加工施設のうち移動可能な施設装置や機械など、地域の幅広い事業者による利用が可能な施



設でかつ、ブランド化した乾燥材等高次加工品を生産する体制の整備に当たり緊急に必要な施設。（以下、「貸付高次加工施設」という。）
ウ 木材処理加工施設のうち製材施設等のうちダイオキシン対応型焼却炉等であって、地域の幅広い事業者による利用が可能な施設で、かつ

木材産業の環境対策の実施に当たり緊急に必要な施設。(以下、「貸付環境対策施設」という。）
⑥ ⑤のイの貸付高次加工施設の貸付に当たっては次の要件を満たすものとする。

ア 事業主体は、地域における乾燥材等の高次加工材の品質基準を地域の実態に応じて作成し、その基準による共同品質管理を推進するもの
とし、そのための体制及び指導能力を備えた団体とする。

イ 利用者は、原則として事業主体の構成員又は事業主体を構成する団体の構成員であることとし、事業主体の指導のもとで共同品質管理に
より乾燥材等の高次加工材生産を行うとともに、地域への技術定着に協力することにより乾燥材の産地形成に努める者とする。

ウ 事業主体は、利用者間の調整を行い、できるだけ広く利用者を募ることに努めることとし、3以上の事業者の利用を前提とした利用計画
を策定することとする。

また、生産される乾燥材等は、事業主体が定めた品質基準を満たしていることのほか、同一ブランド名の表示を行うことを条件とする。
エ 事業主体は、共同利用の方法等について管理規程又は利用規程を定め、機械施設の目的、内容（種類、構造、規模、型式、数量）、所在、

管理責任者、利用の範囲、利用方法、使用料、保管、償却に関する事項を明らかにすることとする。
オ 貸付料は、「事業主体が負担する金額（＝事業費－補助金）／耐用年数＋年間管理費」以下であること。
カ 事業主体は、機械施設の使用が特定の構成員とならないよう貸付契約の期間を原則1年以内とし、毎年機械施設の利用者を募り総会等の

承認を経て利用者を決定することとする。なお、契約の更新は可能とする。
キ 事業主体と利用者との間において、貸付の目的、期間、貸付料、貸付料納入の期限及び方法、目的外使用の禁止等の事項について明記し

た貸付契約を締結するものであること。
なお、事業主体は、貸付契約の締結に当たっては、あらかじめ、都道府県知事に協議するものとする。

ク 事業主体は、機械施設の定期的な点検を適切に行うなど、機械施設の維持・管理に努めることとする。
⑦ ⑤のウの貸付環境対策施設の貸付に当たっては次の要件を満たすものとする。

ア 事業主体は、地域における製材工場等の木くず等の処理・利用を推進するものとし、木くず等の処理や資源の有効活用及び検査等の環境
対策について管理基準を作成し、その基準により地域の木材産業の環境向上を図る団体であり、そのための体制及び指導能力を備えた団体
とする。

イ 利用者は、原則として事業主体の構成員又は事業主体を構成する団体の構成員であることとし、共通の管理基準により事業主体の指導の
もとで木くず等の処理・利用に努める者とする。

ウ 事業主体は、利用者間の調整を行い、できるだけ広く利用者を募ることに努めることとし、3以上の事業者の利用を前提とした利用計画
を策定することとする。

エ 上記のほか、⑥のエ～クに準じる。
⑧ 収支を伴う施設について

該当する施設は、木材製材施設、集成材加工施設、合・単板加工施設、プレカット加工施設、チップ加工施設、木材加工施設、木材材質高
度化施設、丸棒加工施設、杭加工施設、品質向上・物流拠点施設、新しい木材活用のための加工供給施設、木材集出荷販売施設、森林バイオ
マス加工施設、森林資源再処理施設とする。

（３）その他
事業内容には、附帯施設の整備を含む。

７ 木質バイオマス利用施設等整備
（１）採択基準



① 機能要件
受益範囲において、木質バイオマス利用量の目標が都道府県の目標数値の伸び率以上であること、又は未利用木質資源の利用促進に関する

都道府県の目標数値の達成に必要なことが明らかであること。
② その他の要件

ア 施設の規模、性能等は、受益範囲、利用計画等からみて適切なものとすること。
（２）細則

① 事業主体について
事業主体は、要綱別表１の７による。ただし、ア～エの者については、下記条件を満たすこと。

ア 森林組合
７の（２）の①のアに準ずる。

イ 林業者等の組織する団体
６の（１）の①のアに準ずる。

ウ 地方公共団体等が出資する法人
６の（１）の①のイに準ずる。

エ 木材関連業者等の組織する団体
(ｱ) 林業・木材産業及び建築業を営む者が主たる構成員又は出資者（原則として、事業実施地域において事業を行っている者又は居住す

る者に限る。）となっており、かつ、これらの者がその事業活動を実質的に支配することができると認められる団体（中小企業等共同
組合及び協業組合を含む。）とする。

(ｲ) 当該地域の地方公共団体及び木材関連業の企業、団体等が主たる構成員又は出資者（地方公共団体を除き、原則として、事業実施地
域において事業を行っている者又は居住する者に限る。）となっており、かつ、これらの者がその事業活動を実質的に支配することが
できると認められる法人で、林業・木材産業の振興を目的とするものとする。

② 木質バイオマス資源の利用促進に資するもので、周辺地域への波及効果の高い施設とすること。
③ 木質バイオマスエネルギー利用施設整備における木質資源利用ボイラー及びペレットストーブの貸付に当たっては、次の要件を満たすもの

とする。
ア 事業主体は、貸付方法等について管理規程又は利用規程を定め、目的、内容（種類、構造、規模、型式、数量）、所在、管理責任者、利

用の範囲、利用方法、使用料、保管、償却に関する事項を明らかにすることとする。
イ 貸付料は、「事業主体が負担する金額（＝事業費－補助金）／耐用年数＋年間管理費」以下であること。
ウ 事業主体と利用者との間において、貸付の目的、期間、貸付料、貸付料納入の期限及び方法、目的外使用の禁止等の事項について明記し

た貸付契約を締結するものであること。なお、事業主体は、貸付契約の締結に当たっては、あらかじめ、都道府県知事に協議するものとす
る。

エ 事業主体は、装置の定期的な点検を適切に行うなど、その維持・管理に努めることとする。
④ 本事業を実施するために都道府県知事が定める事業計画はバイオマスタウン構想等と整合が図られているものとする。
⑤ 安定取引協定について

ア 木質バイオマス加工流通施設等整備を実施するために間伐材等の安定取引協定を締結することとし、樹種、形状、取扱量、期間（原則３
年間以上）、価格の決定方法その他必要な事項を定めることとする。

イ 木質バイオマスエネルギー利用施設整備を実施するために間伐材等を原料とした燃料用チップ、ペレット等の安定取引協定を締結するこ
ととし、種別、取扱量、期間（原則３年間以上）、価格の決定方法その他必要な事項を定めることとする。

⑥ 収支を伴う施設について



該当する施設は、木質バイオマス供給施設とする。
⑦ 「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」（平成18年２月）における木材・木材製品の合法性、持続可能性の

証明の対象となる木材等を取り扱う場合は、同ガイドライン３により木材・木材製品の合法性、持続可能性を証明する方法が確立されている
こと又は確立されることが確実であると認められること。

（３）その他
事業内容には、附帯施設の整備を含む。

８ 流通経費支援
（１） 採択基準

① 運搬距離の要件
ア 運搬距離が、道程で概ね５０キロメートル以上であること。
イ 要綱別表１の８の①の場合、供給元が被災地域以外であるときには、振替先が被災工場への運搬距離を超え、かつ、過去の被災工場への

原木供給量を超えないものとする。
② その他の要件

ア 運搬の対象は原木とする。ただし、要綱別表１の８の①の場合はチップを含む。なお、事業主体については、輸送費を負担する者とする。
イ 要綱別表１の８の③の場合は、林業事業体等と地域材を利用する法人等が締結する間伐材の安定取引協定（以下この項目において「協定」

という。）に基づく協定価格で取引される間伐材の運搬であること。
（２） 細則

① 事業主体について
要綱別表１の８の③の事業主体は、協定を締結し、かつ事業計画の個別指標（間伐材生産量）について、協定を締結した林業事業体等の目

標値が現状値を上 回るものとする。
② 協定内容について

（１）②イに規定する協定には、当該協定を締結する事業者間において原木の種類（樹種及び大きさ等）、取扱量、期間（原則３年間以上）、
価格の決定方法、その他必要な事項を定めるものとする。

③ 運搬距離について
個別の伐採箇所、又は協定に係る材の伐採エリアの中心点、若しくは山土場等ストックポイントから製材工場等間伐材加工場の所在地まで

の距離とする。なお、船舶を用いる運搬の場合は 短航路の距離とする。
④ 補助率等の定額について

実施要領の別紙１のⅠの８により都道府県知事が定める単価に対し、事業主体の運搬費の実績（１立方メートル当たりの単価）がその単価
を下回る場合、これに対する補助額は当該実績額以内とすることとする。

⑤ 助成対象期間について
要綱別表１の８の③の場合は、低コスト間伐の実施等の間伐コスト削減の取組を行っている場合について、本メニューによる助成を２年目

も行うことができるもの とする。
⑥ その他

要綱別表１の８の①、②の場合は、年度事業計画及び実施状況報告の根拠として木材供給等緊急対策事業実施要領（平成23年5月2日付け23
林政産第41号林野庁長官通知）様式２の第３及び様式３の第２に準じた資料を作成するものとする。



Ⅱ 森林・林業人材育成加速化事業及び強い林業・木材産業構築緊急対策

１ 地域協議会の運営、調査・調整、計画作成、普及等
（１）採択基準

基金事業の実施に係る必要な追加的な事業であること。
（２）細則

① 事業主体について
事業主体は、森林整備加速化・林業再生事業費補助金実施要綱別表２の１による。ただし、ア、イの者については、下記の条件を満たすこ

と。
ア 地域協議会が事業主体となる場合、第３に定める要件を満たすこと。
イ 事業主体もしくはその地位を承継した者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出についての証拠

書類又は証拠物を、事業終了の翌年度から起算して５年間整備保管すること。

２ 木材加工流通施設等整備
（１）採択基準

① 機能要件
ア 受益範囲において、間伐材等の流通量又は加工量等（以下「間伐材等利用量」という。）の目標が、都道府県の目標数値の伸び率以上で

あること。
イ 補助対象施設は以下のとおりとする。

(ｱ) 原木、木材製品の需給調整に資する施設であり、実施要領別表１のⅡの２の事業種目のうち、以下のもの。
ａ ストックポイント整備
ｂ 間伐材等加工流通施設整備のうち、木材製材施設装置、集成材加工施設装置、合・単板加工施設装置、チップ加工施設装置、木材加

工施設装置、木材材質高度化施設装置、丸棒加工施設装置及び杭加工施設装置の貯木場、製品保管倉庫及びその他
ｃ 間伐材等加工流通施設整備のうち、プレカット加工施設装置。なお、プレカット加工施設を整備する事業主体においては、事業主体

と事業主体に木材を供給する者との間で、定期的に木材需給に関する情報を共有することとする。
ｄ 間伐材等加工流通施設整備のうち、木材処理加工用機械
ｅ 間伐材等加工流通施設整備のうち、品質向上・物流拠点施設装置及び新しい木材活用のための加工供給施設の製品保管・配送施設及

びその他
ｆ 間伐材等加工流通施設整備のうち、木材集出荷販売施設装置及び木材集出荷用機械

(ｲ) 地域材の新たな需要の拡大等に資する施設であり、実施要領別表１の事業種目のうち、間伐材等加工流通施設整備を対象とし、近年の
製造技術・製造機械の開発により地域材が利用できるようになった製品等これまで地域材の利用が限定されてきた製品の製造施設とす
る。

なお、事業実施にあたっては、製品製造が可能となった製造技術・製造機械の開発状況、地域材の利用が限定的な状況、製造品目毎の
製造数量（現状・目標）、樹種等必要な事項について明らかにすること。

② その他の要件
ア 施設の規模、性能等は、受益範囲、利用計画等からみて適切なものとすること。
イ 1事業費は、おおむね500万円以上とする。

（２）細則



① 事業主体について
事業主体は、要綱別表２の２による。ただし、ア～クの者については、下記条件を満たすこと。

ア 森林組合
Ⅰの６の（２）の①のアに準ずる。

イ 林業者等の組織する団体
Ⅰの５の（２）の①のアに準ずることとし、かつ、当該地域における林業生産との密接な関係を有していること。

ウ 地方公共団体等が出資する法人
Ⅰの５の（２）の①のイに準ずる。

エ 木材関連業者等の組織する団体
Ⅰの６の（２）のエに準ずる。

オ 地域材を利用する法人
Ⅰの６の（２）の①のオに準ずる。

カ 事業主体は、ＪＡＳ法において制定されている林産物規格に基づく木材製製品の加工施設を導入する場合、品質・性能の確かな木材製品
を供給する観点から、ＪＡＳ認定取得に努めることとし、間伐材等利用量（原木換算）がおおむね10,000立法メートルを超える事業主体に
おいては、ＪＡＳ認定事業体、若しくは認定取得が確実な事業体であること。

キ 公共建築物に部材供給を予定する事業主体においては、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律（平成22年法律第36号）」
第10条に定める木材製造高度化計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けるよう努めるものとする。

ク 「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」（平成18年２月）３により木材・木材製品の合法性、持続可能性
を証明する方法が確立されていること又は確立されることが確実であると認められること。

② 木材処理加工施設の整備を行う事業について
ア あらかじめ、受益の範囲内で同様の木材処理加工を営む者を構成員とする団体等と調整を行うものとする。
イ 木材処理加工施設については、原木の調達先及び製品の販路が明確となっており、継続的に確保されると認められるものであること。

③ 木材集出荷販売施設の整備を行う事業については、当該施設の受益の範囲内の関係者との調整を行った上で計画するものとする。
④ 市町村が事業主体となるのは、貸付に係る木材処理加工施設に限る。
⑤ 事業主体が貸付けを行う上記事業内容中の施設の対象は、以下のとおりとする。

ア 地域材を利用する法人以外の事業主体に限る。
イ 木材処理加工施設のうち木材乾燥施設や高次加工施設のうち移動可能な施設装置や機械など、地域の幅広い事業者による利用が可能な施

設でかつ、ブランド化した乾燥材等高次加工品を生産する体制の整備に当たり緊急に必要な施設。（以下、「貸付高次加工施設」という。）
ウ 木材処理加工施設のうち製材施設等のうちダイオキシン対応型焼却炉等であって、地域の幅広い事業者による利用が可能な施設で、かつ

木材産業の環境対策の実施に当たり緊急に必要な施設。(以下、「貸付環境対策施設」という。）
⑥ ⑤のイの貸付高次加工施設の貸付に当たっては次の要件を満たすものとする。

ア 事業主体は、地域における乾燥材等の高次加工材の品質基準を地域の実態に応じて作成し、その基準による共同品質管理を推進するもの
とし、そのための体制及び指導能力を備えた団体とする。

イ 利用者は、原則として事業主体の構成員又は事業主体を構成する団体の構成員であることとし、事業主体の指導のもとで共同品質管理に
より乾燥材等の高次加工材生産を行うとともに、地域への技術定着に協力することにより乾燥材の産地形成に努める者とする。

ウ 事業主体は、利用者間の調整を行い、できるだけ広く利用者を募ることに努めることとし、3以上の事業者の利用を前提とした利用計画
を策定することとする。



また、生産される乾燥材等は、事業主体が定めた品質基準を満たしていることのほか、同一ブランド名の表示を行うことを条件とする。
エ 事業主体は、共同利用の方法等について管理規程又は利用規程を定め、機械施設の目的、内容（種類、構造、規模、型式、数量）、所在、

管理責任者、利用の範囲、利用方法、使用料、保管、償却に関する事項を明らかにすることとする。
オ 貸付料は、「事業主体が負担する金額（＝事業費－補助金）／耐用年数＋年間管理費」以下であること。
カ 事業主体は、機械施設の使用が特定の構成員とならないよう貸付契約の期間を原則1年以内とし、毎年機械施設の利用者を募り総会等の

承認を経て利用者を決定することとする。なお、契約の更新は可能とする。
キ 事業主体と利用者との間において、貸付の目的、期間、貸付料、貸付料納入の期限及び方法、目的外使用の禁止等の事項について明記し

た貸付契約を締結するものであること。
なお、事業主体は、貸付契約の締結に当たっては、あらかじめ、都道府県知事に協議するものとする。

ク 事業主体は、機械施設の定期的な点検を適切に行うなど、機械施設の維持・管理に努めることとする。
⑦ ⑤のウの貸付環境対策施設の貸付に当たっては次の要件を満たすものとする。

ア 事業主体は、地域における製材工場等の木くず等の処理・利用を推進するものとし、木くず等の処理や資源の有効活用及び検査等の環境
対策について管理基準を作成し、その基準により地域の木材産業の環境向上を図る団体であり、そのための体制及び指導能力を備えた団体
とする。

イ 利用者は、原則として事業主体の構成員又は事業主体を構成する団体の構成員であることとし、共通の管理基準により事業主体の指導の
もとで木くず等の処理・利用に努める者とする。

ウ 事業主体は、利用者間の調整を行い、できるだけ広く利用者を募ることに努めることとし、3以上の事業者の利用を前提とした利用計画
を策定することとする。

エ 上記のほか、⑥のエ～クに準じる。
⑧ 収支を伴う施設について

該当する施設は、木材製材施設、集成材加工施設、合・単板加工施設、プレカット加工施設、チップ加工施設、木材加工施設、木材材質高
度化施設、丸棒加工施設、杭加工施設、品質向上・物流拠点施設、新しい木材活用のための加工供給施設、木材集出荷販売施設とする。

（３）その他
事業内容には、附帯施設の整備を含む。

３ 木造公共施設等整備
（１）採択基準

① 機能要件
受益範囲において、事業費（単位面積）当たりの地域材利用量若しくは事業費（単位面積）当たりの利用者数等の目標が原則として都道府

県の目標数値以上若しくは目標数値の伸び率以上であること、又は地域材の利用促進に関する都道府県の目標数値の達成に必要なことが明ら
かであること。

② その他の要件
施設の規模、性能等は、受益範囲、利用計画等からみて適切なものとすること。

（２）細則
① 事業主体について

事業主体は、要綱別表２の３による。
ア 地方公共団体等が出資する法人

６の（１）の①のイに準ずる。



② 地域材の利用促進に資するものとし、波及効果の高い施設とすること。
③ 施設の整備に当たっては、展示効果が上がるよう地域材利用に関する情報（樹種など）を示す看板を設置すること。
④ 施設利用者への地域材利用についてなどのアンケートを実施し、とりまとめた結果を普及活動に活かすこと。
⑤ 事業の実施にあたっては、公共建築物等木材利用促進法第９条に規定する市町村方針を策定した上で、地域内の素材生産業者や木材業者等

と連携し、住宅等への地域材の活用の流れを形づけるよう努めること。
⑥ この事業により整備する施設において使用される製材等（製材、集成材、合板、単板積層材）については、「間伐材」又は林野庁作成の「木

材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン（平成18年2月15日）」に準拠した「合法木材」を使用すること。その他の木製建
具等の部材についても原則として「間伐材」又は「合法木材」を使用すること。

⑦ 木質内装整備の対象が国庫補助事業により建設された施設である場合には、原則として、建設されてから10年を経過したもので、かつ、耐
用年数（減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年3月31日大蔵省令第15号）に定める年数をいう。）の残存期間が10年以上ある施
設であること。

⑧ 木造公共建築物を整備する際には、木製窓枠等木製設備や木質ペレットストーブ等の導入に努めること。
⑨ 補助対象事業について、他の法律又は予算制度に基づく国の負担又は補助を得て実施するものを除く。
⑩ 学校関連施設整備は以下の要件を満たしていること。

ア 都道府県又は市町村教育担当部局等との間において、用地使用の承認等の手続きが的確に行われていること。
イ 余裕教室の木質内装の整備については、用途変更が的確に行われていること。
ウ 学校施設の木質内装の整備については、「環境を考慮した学校施設（エコスクール）の整備推進に関するパイロット・モデル事業実施要

項」（平成19年3月23日付け、18文科施第602号、18林政利第63号、19･03･19資庁第2号、環政経発第070323002号、環地温発第2006030839号、
文部科学省大臣官房文教施設企画部、農林水産省林野庁、経済産業省資源エネルギー庁、環境省総合環境政策局連名通知）の7に定める事
業計画書の決定がなされていること。

（３）その他
事業内容には、附帯施設の整備を含む（電気・上下水道工事等は除く）。

４ 木質バイオマス利用施設等整備
（１）採択基準

① 機能要件
受益範囲において、木質バイオマス利用量の目標が都道府県の目標数値の伸び率以上であること、又は木質バイオマスの利用促進に関する

都道府県の目標数値の達成に必要なことが明らかであること。
② その他の要件

ア 施設の規模、性能等は、受益範囲、利用計画等からみて適切なものとすること。
（２）細則

① 事業主体について
事業主体は、要綱別表２の４による。ただし、ア～エの者については、下記条件を満たすこと。

ア 森林組合
Ⅰの６の（２）の①のアに準ずる。

イ 林業者等の組織する団体
Ⅰの５の（２）の①のアに準ずる。

ウ 地方公共団体等が出資する法人



Ⅰの５の（２）の①のイに準ずる。
エ 木材関連業者等の組織する団体

(ｱ) 林業・木材産業及び建築業を営む者が主たる構成員又は出資者（原則として、事業実施地域において事業を行っている者又は居住す
る者に限る。）となっており、かつ、これらの者がその事業活動を実質的に支配することができると認められる団体（中小企業等共同
組合及び協業組合を含む。）とする。

(ｲ) 当該地域の地方公共団体及び木材関連業の企業、団体等が主たる構成員又は出資者（地方公共団体を除き、原則として、事業実施地
域において事業を行っている者又は居住する者に限る。）となっており、かつ、これらの者がその事業活動を実質的に支配することが
できると認められる法人で、林業・木材産業の振興を目的とするものとする。

② 木質バイオマス資源の利用促進に資するもので、周辺地域への波及効果の高い施設とすること。
③ 木質バイオマスエネルギー利用施設整備における木質資源利用ボイラー及びペレットストーブの貸付に当たっては、次の要件を満たすもの

とする。
ア 事業主体は、貸付方法等について管理規程又は利用規程を定め、目的、内容（種類、構造、規模、型式、数量）、所在、管理責任者、利

用の範囲、利用方法、使用料、保管、償却に関する事項を明らかにすることとする。
イ 貸付料は、「事業主体が負担する金額（＝事業費－補助金）／耐用年数＋年間管理費」以下であること。
ウ 事業主体と利用者との間において、貸付の目的、期間、貸付料、貸付料納入の期限及び方法、目的外使用の禁止等の事項について明記し

た貸付契約を締結するものであること。なお、事業主体は、貸付契約の締結に当たっては、あらかじめ、都道府県知事に協議するものとす
る。

エ 事業主体は、装置の定期的な点検を適切に行うなど、その維持・管理に努めることとする。
④ 本事業を実施するために都道府県知事が定める事業計画はバイオマスタウン構想等と整合が図られているものとする。
⑤ 安定取引協定について

ア 木質バイオマス加工流通施設等整備を実施するために間伐材等の安定取引協定を締結することとし、樹種、形状、取扱量、期間（原則３
年間以上）、価格の決定方法その他必要な事項を定めることとする。

イ 木質バイオマスエネルギー利用施設整備を実施するために間伐材等を原料とした燃料用チップ、ペレット等の安定取引協定を締結するこ
ととし、種別、取扱量、期間（原則５年間以上）、価格の決定方法その他必要な事項を定めることとする。

⑥ 収支を伴う施設について
該当する施設は、木質バイオマス供給施設とする。

⑦ 「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」（平成18年２月）における木材・木材製品の合法性、持続可能性の
証明の対象となる木材等を取り扱う場合は、同ガイドライン３により木材・木材製品の合法性、持続可能性を証明する方法が確立されている
こと又は確立されることが確実であると認められること。

（３）その他
事業内容には、附帯施設の整備を含む。

５ 木質バイオマス利活用計画策定
（１）採択基準

① 木質バイオマスの利用量が総利用量の過半を占める木質バイオマス利活用施設の計画策定であること。
② 基金事業の実施期間内若しくは事業実施後数年以内に具体的に施設整備等につながること。

（２）細則



① 事業主体について
事業主体は、要綱別表２の５による。

② 助成内容
ア 木質バイオマス利活用計画策定に係る委員会の運営
イ 地域合意形成に向けた取組
ウ 事業実現可能性調査、事業計画の作成
エ 上記ア～ウのほか、木質バイオマスを利用した利活用計画の策定に関して都道府県知事が必要と認める内容

６ 木質バイオマスエネルギー導入促進支援
（１）木質バイオマス施設整備に対する資金融通

① 採択基準
ア 機能要件

受益範囲において、木質バイオマス利用量の目標が都道府県の目標数値の伸び率以上であること、又は木質バイオマスの利用促進に関す
る都道府県の数値の達成に必要なことが明らかであること。

イ その他の要件
施設の規模、性能等は、受益範囲、利用計画等からみて適切なものとすること。
木質バイオマス発電施設は「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づく再生可能エネルギーの固定

価格買取制度の認定を受けたもの、又は受けることが確実のものであり、木質バイオマスが燃料の過半を占める施設であること。
② 細則

ア 事業主体について
事業主体は、要綱別表２の６による。ただし、ア～エの者については、下記条件を満たすこと。

(ｱ) 森林組合
Ⅰの６の（２）の①のアに準ずる。

(ｲ) 林業者等の組織する団体
Ⅰの５の（２）の①のアに準ずる。

(ｳ) 地方公共団体等が出資する法人
Ⅰの５の（２）の①のイに準ずる。

(ｴ) 木材関連業者等の組織する団体
a 林業・木材産業及び建築業を営む者が主たる構成員又は出資者（原則として、事業実施地域において事業を行っている者又は居住す
る者に限る。）となっており、かつ、これらの者がその事業活動を実質的に支配することができると認められる団体（中小企業等共同
組合及び協業組合を含む。）とする。

b 当該地域の地方公共団体及び木材関連業の企業、団体等が主たる構成員又は出資者（地方公共団体を除き、原則として、事業実施地
域において事業を行っている者又は居住する者に限る。）となっており、かつ、これらの者がその事業活動を実質的に支配することが
できると認められる法人で、林業・木材産業の振興を目的とするものとする。

イ 整備する施設は、木質バイオマス資源の利用促進に資するもので、周辺地域への波及効果の高い施設とすること。
ウ 本事業を実施するために都道府県知事が定める事業計画はバイオマスタウン構想等と整合が図られているものとする。
エ 安定取引協定について

(ｱ) 木質バイオマス施設整備に対する資金融通を実施するために木質バイオマスの安定取引協定を締結することとし、樹種、形状、取扱



量、期間（原則５年間以上）価格の決定方法その他必要な事項を定めることとする。
(ｲ) 安定取引協定は、事業主体と素材生産業者及び燃料用チップ等の加工業者等の関係者が参加することとする。
(ｳ) 安定取引協定は、地域の林業の活性化及び森林整備の促進に配慮したものとすること。

オ 実施要領別紙２の６サに定める納付計画については、以下のとおり作成するものとする。
(ｱ) 事業主体は、別記様式１により納付計画書を作成するものとする。
(ｲ) 納付計画における毎年度の納付額については、以下の式によって算出される額とする。ただし、原料調達計画、管理運営計画、資金

計画等から見て妥当であると都道府県知事が認めた場合は、この限りでない。
Ｅｉ ＝ Ａ／Ｂ
Ｅｉ： ｉ年度に納付すべき額
Ａ ： 都道府県知事から事業主体に交付された補助金の額
Ｂ ： 納付する期間（処分制限期間を上限とする。）

③ その他
事業内容には、附帯施設の整備を含む。

（２）木質バイオマス調達等支援
① 採択基準

ア 受益範囲において、木質バイオマス利用量の目標が都道府県の目標数値の伸び率以上であること、又は木質バイオマスの利用促進に関す
る都道府県の数値の達成に必要なことが明らかであること。

イ 木質バイオマス原木の安定取引協定を締結することとし、樹種、形状、取扱量、期間（原則５年間以上）価格の決定方法その他必要な事
項を定めることとする。

②細則
ア 事業主体

事業主体は、要綱別表２の６による。ただし、（ア）、（イ）の者については、下記の条件を満たすこと。
(ｱ) 木質バイオマス協議会

木質バイオマス協議会（以下、この項目において「協議会」という。）は、各地域における木質バイオマスエネルギー導入促進支援
の効果的な実施のため、木材の安定供給体制の確立や事業の円滑な実施のための調整等を行うことを目的とする。構成員は、都道府県、
地域の市町村、森林組合等の林業事業体・林業経営体、木材加工業者、木質バイオマス需要者等とする。また、協議会は次に掲げる事
項を満たすものとする。

a 代表者及び役員が定められていること。
b 協議会の目的、事業内容、意志決定の方法、構成員の参加資格、事務及び会計に関する事項、内部監査に関する事項等が、定款等に
定められていること。

c 構成員等についての名簿が作成され、適切に管理がなされること。
d 事業年度ごとに事業計画書及び収支予算書が作成されるとともに、事業年度ごとに事業報告書及び収支計算書が作成されていること。
e 業務を的確に遂行するに足る、人員、経理的基礎及び事務処理能力を有すること。

(ｲ) 事業主体もしくはその地位を継承した者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出についての
証拠書類又は証拠物を、事業終了の翌年度から起算して５年間整備保管すること。

イ 助成内容
(ｱ) 木質バイオマス協議会の運営
(ｲ) 木質バイオマス加工流通施設等整備（発電施設本体に係るものは除く）



(ｳ) 木質バイオマス安定調達コスト支援（要綱別表２の６の（１）等により整備される木質バイオマス発電施設等に木質バイオマスを安
定供給するために行う原木の生産（伐採、搬出など）又は運搬並びに木質バイオマスの生産（ただし、製材等残材は対象としない。）
に係るコスト支援に限る。）

(ｴ) ア～ウのほか、木質バイオマス協議会が実施する取組に関して都道府県知事が必要と認める内容
ウ 収支を伴う施設について

該当する施設は、木質バイオマス供給施設装置及び木質バイオマスエネルギー供給用機械とする。
エ 「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」（平成18年２月）における木材・木材製品の合法性、持続可能性

の証明の対象となる木材等を取り扱う場合は、同ガイドライン３により木材・木材製品の合法性、持続可能性を証明する方法が確立されて
いること又は確立されることが確実であると認められること。

７ 利子助成
（１） 採択基準

当該助成対象となる借入金は、運転資金とする。要領別紙１のⅡの７の（１）の借入金については、林業事業体等と地域材を利用する法人
等が締結する間伐材の安定取引協定（以下、この項目において「協定」という。）に基づく間伐材の取引の促進に資する取組に必要な資金で
あることとする。

（２） 細則
① 事業主体について

要領別紙１のⅡの７の（１）の借入金の事業主体は、要綱別表２の７の（１）に規定する事業者で、協定を締結する事業体又は協定を締結
する事業体と取引を行う事業体とする。また、要領別紙１のⅡの７の（２）の借入金の事業主体は、要綱別表２の７の（２）に規定する事業
者で、平成23年12月以降の一定期間の販売単価が平成23年11月以前の直近年同期と比して１割以上低下したことその他の木材価格下落の影響
を受けたことを証明できる者とする。

② 協定内容について
Ⅰの８の（２）の②に準ずる。

③ 助成対象資金の使途について
次のいずれかの条件を満たしているものとする。

ア 協定に係る間伐材の生産に必要な資金であって、立木の購入代金（前渡し金、予約金等を含む）及び作業労賃、電力費、燃料費、輸送費、
その他間伐材の生産に必要な経費

イ 協定に基づく間伐材の引取りに必要な資金であって、素材の購入代金（前渡し金、予約金等を含む）及び素材の引取りに必要な輸送費
ウ 協定に係る間伐材の加工及び乾燥等を行うのに必要な資金であって、作業労賃、電力費、燃料費、その他間伐材の加工及び乾燥等に必要

な経費
エ 協定に基づき間伐材を引き取る事業体が加工する製品の購入代金
オ 協定に係る間伐材の生産、加工及び流通の推進に伴い、主伐の延期や既存在庫の長期化等による資金回収期間の長期化に対応するために

必要な資金（既往借入の借換を含む）
カ 協定に係る間伐材の生産に必要な資金であって、社会的又は経済的な環境の変化等により需給調整等が必要となった場合に主伐や間伐の

延期による資金回収の長期化に必要な経費（既往借入の借換を含む）
キ 社会的又は経済的な環境の変化等により、一時的に経営状況が悪化した場合の、林業経営の維持に必要な経費（日本政策金融公庫（沖縄

県にあっては沖縄振興開発金融公庫）が融通する「農林漁業セーフティネット資金」に限る。）
ク その他協定に基づく間伐材取引の促進に資する取組について都道府県知事が認めるもの



④ 借入限度額
ア 要領別紙１のⅡの７の（１）の借入金

一事業主体当たり５，０００万円以内とする。ただし、木材産業等高度化推進資金にあっては、その借入金の限度額に準ずる。
イ 要領別紙１のⅡの７の（２）の借入金

日本政策金融公庫資金（沖縄県にあっては沖縄振興開発金融公庫資金）の貸付限度額に準ずる。

14 地域材利用開発
（１）採択基準

① 機能要件
ア プロジェクトの内容がその受益範囲の地域材の利用（加工）量の増加に寄与するものであること。
イ 各事業主体ごとに設定する地域材の利用（加工）量の増加が達成されること。

② その他の要件
ア 基金事業の実施期間内若しくは事業実施後数年以内に具体的に製品化等につながるプロジェクトであること。
イ 事業の内容、規模、事業主体の能力及び経営状況等からみて製品化等の実現可能性が十分に見込まれるもの。

（２）細則
① 事業主体について

事業主体は、要綱別表２の８によるものとし、かつ、受益範囲の森林・木材関係者等と連携し、受益範囲において生産される木材を利用す
ることとして、地域材を使った新製品・新商品の開発を行おうとする者とする。

② 助成内容
ア 地域材を利用した新製品開発・試験研究

(ｱ) 新製品の性能等の調査に係る試験
(ｲ) 試験体の作成
(ｳ) 各種認定制度等の申請・登録
(ｴ) 上記(ｱ)～(ｳ)のほか、地域材を利用した新製品開発・試験研究に関して都道府県知事が必要と認める内容

イ 新製品・新商品の普及及び生産性向上対策
(ｱ) 地域材トレーサビリティー手法・認証制度等の構築
(ｲ) 地域材製品の設計基準、設計手法、設計マニュアル等の開発
(ｳ) 地域材製品の規格共通化等の調査
(ｴ) 製品生産性向上に資する生産システム等の開発
(ｵ) 開発する製品の販路拡大に向けた市場調査
(ｶ) 上記(ｱ)～(ｵ)のほか、新製品・新商品の普及及び生産性向上対策に関して都道府県知事が必要と認める内容

ウ 実証モデル施設等整備
(ｱ) 地域材製品の実証展示施設の整備
(ｲ) 新製品の実証展示に係る性能調査及びモニター調査
(ｳ) 上記(ｱ)～(ｵ)のほか、実証モデル施設等整備に関して都道府県知事が必要と認める内容

エ 上記ア～ウのほか、都道府県知事が特に必要と認める事業
③ 助成対象となった新製品の実証展示を行う場合の措置

ア 助成対象となった新製品を（２）②ウによって整備する施設等において実証展示を行うなどして継続的に維持・保存する場合は、展示を



開始した年度の翌年度から３年間にわたって新製品のモニター調査を行うこととし、事業主体はその結果をもって製品の性能向上、改善等
に努めなければならないこととする。

イ （２）②ウによって整備する施設は、その建築過程や建築後の使用状況を適宜公開するものとし、広く関係者や一般住民等に啓発を行わ
なければならないこととする。

④ 事業成果の公開
（２）③イによる施設の公開のほか、事業によって得られた知見や成果等については、広く一般に公表すること。

９ 森林・林業人材育成加速化事業
（１）地域における森林施業プランナーの緊急育成支援

① 事業主体について
事業主体は、要綱別表２の９による。

② 事業内容について
ア 森林施業プランナー育成研修

研修内容については、林野庁が公表する森林施業プランナー人材育成プログラムに記載する研修内容を踏まえることとする。また、研修
の実施においては、効率的かつ効果的な研修とするため、１コースの研修受講人数は５人以上、開催日数は年間５日以上とする。ただし、
都道府県知事が、提案型集約化施業の実践的取組を行う森林施業プランナーの育成を効率的に実施可能と認める場合にあってはこの限りで
はない。

イ 地域に融合した森林施業プランナーへの個別指導
地域の実態に即して提案型集約化施業に取り組む森林施業プランナーに対し、その業務内容についての個別指導を行うものとし、１回の

個別指導に対して２名程度の指導者を派遣する。
ウ 助成額の上限について

助成額の上限は、要領別紙１のⅡの９の（１）の③に定める額とする。
（２）素材生産作業を低コストに行える人材の緊急育成支援

① 事業主体について
事業主体は、要綱別表２の９による。ただし、下記の条件を満たすこと。

ア 事業主体は、地域の実情等に即した制度設計をした上で、事業を実施すること。
イ 事業主体は、アの制度設計に当たっては、②の範囲内で制度設計をすること。ただし、林野庁長官が事業の趣旨に照らして特に認める場

合はこの限りではない。
② 細則

ア 助成対象について
(ｱ) 素材生産作業に必要な講習等への参加支援

ａ 助成対象の講習等について
原則、「研修修了者に係る登録制度の運用について（平成１０年４月１日付け１０林野組第３６号林野庁長官通知。以下「登録通知」

という。」の別表１－２、２－２及び３－２に掲げる講習等とするが、地域の実状を踏まえ、都道府県知事が素材生産作業（林地で行
う立木の伐採、造材、集材、運材、はい積み、森林作業道の作設に限る。）の実施に特に必要と認めるもの（ただし、森林作業道作設
オペレーターの育成に関するものを除く。）については助成対象とすることができるものとする。

ｂ 助成対象者について
原則、林業就業経験２年以上で、現に林業に就業している者とする。ただし、地域の実状を踏まえ、都道府県知事が素材生産作業の



技能者として特に育成の必要があると認める者については助成対象とすることができるものとする。
また、助成対象の講習等を受講することで、登録通知第２の２又は第５の１の基準に該当し、フォレストワーカーとして研修修了者

名簿への登録資格を得られる者及び要綱別表２の９の（2）の③の「現場管理責任者等としての能力付与のための講習等への参加支援」
の助成対象となる者を優先するものとする。

ｃ 助成対象事業体について
原則、林業労働力の確保の促進に関する法律（平成８年法律第45号）に基づき、都道府県知事の認定を受けた事業主（以下「認定事

業主」という。）とするが、地域の実状を踏まえ、都道府県知事が素材生産を担う林業事業体として特に必要を認めるものについては、
助成対象とすることができるものとする。

(ｲ) 労働災害防止対策
ａ 助成対象の装備等について

保安帽、イヤーマフ、フェイスガード、防振手袋、チェーンソー防護衣及び先芯入り滑止付き作業靴等素材生産作業における労働災
害及び健康障害の未然防止の観点から都道府県知事が効果的と認めるものとする。

なお、都道府県知事は、近年の各都道府県での林業分野での労働災害及び健康障害の発生状況並びに東日本大震災の発生等に伴う林
業の作業環境及び作業内容の変化に十分配慮し、助成対象とする装備等を選定するものとする。

ｂ 助成対象者について
原則、要綱別表２の９の（2）の①「素材生産作業に必要な講習等への参加支援」の助成対象者とするが、素材生産作業における労

働災害及び健康障害の未然防止の観点から都道府県知事が特に必要と認める者については、助成対象とすることができるものとする。
ｃ 助成対象事業体について

原則、認定事業主とするが、素材生産作業における労働災害及び健康障害の未然防止の観点から都道府県知事が特に必要と認めるも
のについては、助成対象とすることができるものとする。

(ｳ) 現場管理責任者等としての能力付与のための講習等への参加支援
ａ 助成対象の講習等について

原則、登録通知別表２－１及び２－２を満たす講習等（以下「フォレストリーダー研修」という。）又は登録通知別表３－１及び３
－２を満たす講習等（以下「フォレストマネージャー研修」という。）とするが、地域の実状を踏まえ、都道府県知事が必要と認める
講習等（研修項目及び研修時間がフォレストリーダー研修又はフォレストマネージャー研修と同等以上のものに限る。）については対
象とすることができるものとする。

ｂ 助成対象者について
講習等の区分に応じて、原則、以下のとおりとするが、地域の実状を踏まえ、都道府県知事が素材生産作業の技能者として育成の必

要があると認める者（助成対象の講習等を修了後に登録通知に基づき、フォレストリーダー（現場管理責任者）又はフォレストマネー
ジャー（統括現場管理責任者）として登録可能な者に限る。）については対象とすることができるものとする。
(a) フォレストリーダー研修

要綱別表２の９の（2）の①の「素材生産作業に必要な講習等への参加支援」により、登録通知別表１－２に掲げる講習等の１/２
以上の項目を修了する見込みの者であり、かつ、林業就業経験５年以上の者

(b) フォレストマネージャー研修
要綱別表２の９の（2）の①の「素材生産作業に必要な講習等への参加支援」により、登録通知別表１－２に掲げる講習等の１/２

以上の項目及び登録通知別表２－２に掲げる講習等の１/２以上の項目を修了する見込みの者であり、かつ、林業就業経験10年以上
の者

ｃ 助成対象事業体について



(ｱ)のｃに準ずる。
イ 他の国庫補助事業との重複について

助成対象者が同一の事由により他の国庫補助事業の対象となる場合は、助成を行うことができないものとする。
ウ 助成の実施手続きについて

助成の実施に当たっては、以下の手続きを行うことを基本とする。ただし、これ以外の方法で同程度の確認ができる場合は以下の手続き
に代えることができるものとする。
(ｱ) 助成金の申請について

助成金の申請を行おうとする林業事業体は、事業主体に対して、②アに定める講習等の受講又は装備等の導入の前までに、助成金の
申請をするものとする。

(ｲ) 助成金の申請内容について
助成金の申請に当たっては、以下の項目がわかる書類を添え、申請するものとする。

ａ 受講する講習等の概要（講習名、開催者、開催箇所、講習時間、講習内容等）及び導入する装備等の概要（装備名、規格等）並びに
これらに必要となる経費

ｂ 林業事業体の概要（事業体名、所在地、代表者名、林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく都道府県知事の認定の有無等）
ｃ 助成対象者の概要（氏名、林業就業経験、修了している講習等）

(ｳ) 助成金の交付決定について
事業主体は、助成金の申請内容を審査した上で、適当と認める場合には、助成金の交付決定をするものとし、助成金の申請者に対し

て通知するものとする。
(ｴ) 実績報告について

助成金の申請者は、事業主体に対して、②アに定める講習等の修了及び装備等の導入の後、実績報告をするものとする。
(ｵ) 実績報告の内容について

助成金の実績報告に当たっては、ウの（イ）に掲げる項目に準じた書類に加え、講習等の修了を証明する書類（修了証等）及び装備
等の導入状況のわかる書類（装備等の配備先、使用実態のわかる写真等）を添え、実績報告するものとする。

(ｶ) 助成金の交付について
事業主体は、実績報告の内容を審査した上で、助成金の交付が適当であると認められる場合は、助成額を確定し、助成金を交付する

ものとする。
(ｷ) 助成額の上限について

助成額の上限は、要領別紙１のⅡの９の（２）の③に定める額とする。
（３）森林作業道作設オペレーターの育成加速化支援

① 事業主体について
事業主体は、要綱別表２の９による。

② 事業内容について
事業内容は、要領別紙１のⅡの９の（３）による。

（４）林業事業体の経営基盤強化に資する人材育成対策
① 事業主体について

事業主体は、要綱別表２の９による。
② 事業内容について

事業内容は、要領別紙１のⅡの９の（４）による。



10 森林病虫獣害対策
（１）採択基準

① 広葉樹林等の再生に当たっては、１施業地が0.1ｈａ以上であること。
② 広葉樹林等の再生については、病虫獣害、気象害等の被害を受けた森林における人工造林又は樹下植栽、樹種転換等に伴う人工造林である

こと。
（２）細則

① 事業主体について
事業主体は、要綱別表２の１０による。

② 事業の実施について
ア 事業実施にあたっては、事業主体は事業計画を作成し、都道府県の承認を得ること。
イ 事業計画については、事業実施箇所、事業後の森林管理手法、その他必要な事項を記載すること。
ウ 関連条件整備活動については、要領別表１のⅡの事業種目22～24までと一体的に実施することとする。

11 地域材新規用途導入促進支援

（１）採択基準
① 機能要件

ア プロジェクトの内容が、これまで地域材があまり使われてこなかった分野において、地域材を新たに活用する取組であり、かつ地域材の
利用量の増加に寄与するもの。

イ 基金事業の実施期間内若しくは事業実施後においても、取組における成果の継続が見込まれるもの。
ウ 事業内容、規模、事業主体の能力及び経営状況からみて事業の継続性が十分に見込まれるもの

（２）細則
① 事業主体について

事業主体は、要綱別表２の１１によるものとし、森林・木材関係者等と連携し、地域材の新たな導入の取組を行おうとするものとする。
② 助成内容

ア 新規分野での地域材活用におけるの普及活動経費
イ 試験・実証施工・導入費
ウ 実証展示施設の整備及び実証調査
エ 上記ア～ウのほか、地域材の新規用途導入に関して都道府県知事が必要と認める内容

③ 地域材の新規利用に速やかにつながる分野でのモデル的な取組であること
④ 取組の成果、課題を広く普及すること。



別表２（第２の１の(４）のエ関係）施設別の上限建設費

上限建設費 (1)林内路網整備
都道府県が路線ごとに設定した定額助成の対象となる事業費の１ｍ当たりの

単価の額が
ア 林業専用道（規格相当）

１路線につき・・・・・・・・・ 50,000円
イ 森林作業道

１路線につき・・・・・・・・・ 4,000円

(2)木材加工流通施設等設整備
ア 木材処理加工施設

（ア）丸棒加工施設
間伐材等消費量１ｍ３につき13万円

（イ）杭加工施設
間伐材等消費量１ｍ３につき15万円

（ウ）木材製材施設
間伐材等消費量１ｍ３につき5.5万円

（エ）集成材加工施設
間伐材等消費量１ｍ３につき9万円

（オ）合・単板加工施設
間伐材等消費量１ｍ３につき4万円

（カ）プレカット加工施設
間伐材等の製品出荷量１ｍ３につき20万円

（キ）木材材質高度化施設
間伐材等の製品出荷量１ｍ３につき9.5万円

イ 木材集出荷販売施設
（ア）木材集出荷販売施設

素間伐材等取扱量１ｍ３につき1.5万円
※上記の上限建設費の算定に当たっては、事業計画における間伐材等の年間利用
量（原木換算）を使用するものとする。

(3)特用林産施設整備
ア 特用林産物生産施設
（ア）特用林産物生産施設

原木きのこは生産量１トンにつき480万円
菌床きのこは生産量１トンにつき320万円
菌床製造は生産量１万本につき920万円
炭窯は生産量１トンにつき200万円

イ 特用林産物加工流通施設
（ア）特用林産物集出荷・販売施設

建築面積１㎡につき35万円

※ 上記において上限建設費の設定を行わなかった施設等についても、徹底し
た事業費の低減に努めるものとする。

（注）地域の実情等やむを得ない事由により、上限建設費を超える必要がある場合にあっては、
都道府県知事等が林野庁長官にその必要性を協議するものとする。

なお、(1)林内路網整備のアに係る協議については、上限を１メートルあたり１０万円とす
る。



別記様式１

○○ 県
１　対象施設の概要

２　納付計画

売電開始
○○年度

納付開始
○○年度

○○年度 ○○年度 ○○年度 ○○年度 ○○年度 ○○年度 ○○年度

納付額

納付額累計（B）

未納額（A）－（B）

○○年度 ○○年度 ○○年度 ○○年度 ○○年度 ○○年度 ○○年度 ○○年度 ○○年度

納付額

納付額累計（B）

未納額（A）－（B）

事業完了（予定）年月日

売電開始（予定）年月日

（単位：千円）

発電規模

総事業費（千円）

補助金額（千円）（A）

設置箇所

　納付計画書
（木質バイオマスエネルギー導入促進支援事業）

（単位：千円）

事業主体名


